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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】通信回線を介して省電力モードへの移行が完了
したことを通知できるようにする。
【解決手段】原稿の画像を読取る読取り制御部と、画像
を用紙に印刷する印刷制御部とを有する画像形成装置に
おいて、前記読取り制御部は、前記印刷制御部から受信
した省電力への移行指示にしたがって省電力への移行処
理が完了すると、第２の通信制御部により通信を遮断し
、前記印刷制御部は、第１の通信制御部により前記読取
り制御部へ前記省電力への移行指示を送信した後、前記
通信が遮断されたことを検知して電源制御部１１２によ
り前記読取り制御部への電力供給を切断する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿の画像を読取る読取り制御部と、画像を用紙に印刷する印刷制御部とを有する画像形
成装置において、
　前記印刷制御部に、
　通信回線で接続された前記読取り制御部との間で通信を行うとともに、前記通信の状態
を監視する第１の通信制御部と、
　前記読取り制御部への電力供給を制御する電源制御部と、
　前記読取り制御部に、
　前記第１の通信制御部と前記通信回線で接続され、前記印刷制御部との間で通信を行う
とともに、前記通信を遮断する第２の通信制御部とを備え、
　前記読取り制御部は、前記印刷制御部から受信した省電力への移行指示にしたがって省
電力への移行処理が完了すると、前記第２の通信制御部により前記通信を遮断し、
　前記印刷制御部は、前記第１の通信制御部により前記読取り制御部へ前記省電力への移
行指示を送信した後、前記通信が遮断されたことを検知して前記電源制御部により前記読
取り制御部への電力供給を切断することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
請求項１の画像形成装置において、
　前記第１の通信制御部は、前記第２の通信制御部へ送信した指示に対する応答が受信で
きないとき、前記通信が遮断されたことを検知することを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
請求項１の画像形成装置において、
　前記第１の通信制御部は、前記通信回線の信号状態が遮断状態であると判別したとき、
前記通信が遮断されたと判別することを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
請求項１の画像形成装置において、
　前記通信回線を、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）とし、
　前記第１の通信制御部は、前記通信回線の通信信号であるＤ＋およびＤ－がともにＬＯ
Ｗレベルのとき、前記通信が遮断されたと判別することを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれか１項の画像形成装置において、
　前記第１の通信制御部は、前記通信回線の主局であり、
　前記第２の通信制御部は、前記通信回線の従局であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
請求項１から請求項５のいずれか１項の画像形成装置において、
　前記読取り制御部は、セルフリフレッシュモードへ遷移可能な揮発性の記憶手段を備え
、
　前記省電力への移行処理は、前記読取り制御部に設定されている情報を前記記憶手段に
記憶させるとともに、前記記憶手段をセルフリフレッシュモードへ遷移させる処理とした
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
請求項６の画像形成装置において、
　前記読取り制御部は、不揮発性の省電力移行情報記憶手段を備え、
　前記省電力への移行処理は、省電力へ移行したことを示す情報を前記省電力移行情報記
憶手段に記憶させる処理としたことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消費電力を低減させる画像形成装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の画像形成装置は、予め定められた省電力モード移行条件を満足した場合、構成要
素の中で特に消費電力が大きい定着器を含むプリンタエンジンへの電力供給を切断して消
費電力を低減させる省電力モードへ移行するものがある。
　また、近年では、プリンタエンジンに加え、制御部としてのプリンタコントローラ（印
刷制御部）やスキャナコントローラ（読取り制御部）への電力供給を切断して、さらに消
費電力を低減させているものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような画像形成装置には、省電力モードに移行する場合、プリンタコントローラと
スキャナコントローラとが互いにコミュニケーションをとり、プリンタコントローラがス
キャナコントローラに省電力モードへ移行するように通知し、スキャナコントローラが省
電力モードに移行した後、プリンタコントローラがスキャナコントローラの電力供給を切
断するようにしているものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２５００号公報（段落「００６３」～段落「００６７」、
図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、プリンタコントローラとスキャナコン
トローラとは、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の通信回線で接
続され、プリンタコントローラが通信回線を介してスキャナコントローラに省電力モード
へ移行するように指示を通知した後、そのスキャナコントローラが省電力モードへの移行
が完了したか否かの通知を行うために、その通信回線とは別の信号線を設ける必要がある
という問題がある。
　本発明は、このような問題を解決することを課題とし、通信回線を介して省電力モード
への移行が完了したことを通知できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そのため、本発明は、原稿の画像を読取る読取り制御部と、画像を用紙に印刷する印刷
制御部とを有する画像形成装置において、前記印刷制御部に、通信回線で接続された前記
読取り制御部との間で通信を行うとともに、前記通信の状態を監視する第１の通信制御部
と、前記読取り制御部への電力供給を制御する電源制御部と、前記読取り制御部に、前記
第１の通信制御部と前記通信回線で接続され、前記印刷制御部との間で通信を行うととも
に、前記通信を遮断する第２の通信制御部とを備え、前記読取り制御部は、前記印刷制御
部から受信した省電力への移行指示にしたがって省電力への移行処理が完了すると、前記
第２の通信制御部により前記通信を遮断し、前記印刷制御部は、前記第１の通信制御部に
より前記読取り制御部へ前記省電力への移行指示を送信した後、前記通信が遮断されたこ
とを検知して前記電源制御部により前記読取り制御部への電力供給を切断することを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００７】
　このようにした本発明は、通信回線を介して省電力モードへの移行が完了したことを通
知できるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施例におけるプリンタコントローラの構成を示すブロック図
【図２】第１の実施例における画像形成装置の構成を示すブロック図
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【図３】第１の実施例におけるスキャナ通信制御部の構成を示すブロック図
【図４】第１の実施例におけるスキャナコントローラの構成を示すブロック図
【図５】第１の実施例におけるプリンタ通信制御部の構成を示すブロック図
【図６】第１の実施例におけるプリンタコントローラの省電力モード移行処理を示すフロ
ーチャート
【図７】第１の実施例におけるスキャナコントローラの省電力モード移行処理を示すフロ
ーチャート
【図８】第１の実施例におけるプリンタコントローラの省電力モードからの復帰処理を示
すフローチャート
【図９】第１の実施例におけるスキャナコントローラの省電力モードからの復帰処理を示
すフローチャート
【図１０】第２の実施例におけるスキャナ通信制御部の構成を示すブロック図
【図１１】第２の実施例におけるプリンタ通信制御部の構成を示すブロック図
【図１２】第２の実施例におけるプリンタコントローラの省電力モード移行処理を示すフ
ローチャート
【図１３】第２の実施例におけるスキャナコントローラの省電力モード移行処理を示すフ
ローチャート
【図１４】第２の実施例におけるプリンタコントローラの省電力モードからの復帰処理を
示すフローチャート
【図１５】第２の実施例におけるスキャナコントローラの省電力モードからの復帰処理を
示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明による画像形成装置の実施例を説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図２は第１の実施例における画像形成装置の構成を示すブロック図である。
　図２において、画像形成装置としての複合機１００は、プリンタ、複写機、スキャナ装
置、およびファクシミリ装置として用いられるものである。
【００１１】
　複合機１００は、画像を用紙に印刷する印刷制御部としてのプリンタコントローラ１と
、原稿の画像を読取る読取り制御部としてのスキャナコントローラ２と、プリントエンジ
ン４と、スキャナ５と、ファクシミリとしてのＦＡＸ６と、操作部７と、メイン電源８と
、サブ電源９とにより構成され、プリンタコントローラ１は通信回線を介して上位装置と
してのホストＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）３と接続されている。また、
プリンタコントローラ１は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の
通信回線を介してスキャナコントローラ２と接続されている。
【００１２】
　プリンタコントローラ１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）等の演算手段および制御手段やメモリ等の記憶手段等により構成され、プリントエン
ジン４の制御と、スキャナコントローラ２からのデータ受信制御と、ホストＰＣ３との間
の通信制御とを行うとともに、複合機１００の電源制御を行うものである。
【００１３】
　スキャナコントローラ２は、ＣＰＵ等の演算手段および制御手段やメモリ等の記憶手段
等により構成され、スキャナ５の機構制御および原稿読取り制御と、ＦＡＸ６のデータ送
受信制御と、操作部７の表示手段の表示制御および入力手段の入力制御とを行うものであ
る。このスキャナコントローラ２は、スキャナ５で読取った原稿の画像データやＦＡＸ６
で受信した画像データをプリンタコントローラ１へ送信する送信制御を行う。
【００１４】
　ホストＰＣ３は、複合機１００で印刷するデータを生成し、ＵＳＢやＬＡＮ（Ｌｏｃａ



(5) JP 2012-244606 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

ｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の通信回線を介してそのデータを複合機１００へ送信
し、また複合機１００から装置状態を表すステータス情報（以下、「ステータス」という
。）等を受信するコンピュータである。
【００１５】
　プリントエンジン４は、プリンタコントローラ１の指示に基づいて、プリンタコントロ
ーラ１においてホストＰＣ３から受信したデータまたはスキャナコントローラ２から受信
した原稿の画像データから生成された画像形成データを紙媒体に印刷するものである。
　スキャナ５は、操作部７からの指示やホストＰＣ３からの指示により、コピー機能やス
キャン機能を実現するために原稿の読取りを行うものである。
　ＦＡＸ６は、ファクシミリ装置であり、電話回線を介して画像データ等の送受信を行う
ものである。
【００１６】
　操作部７は、液晶ディスプレイ等の表示手段や複数のスイッチやボタン等の入力手段か
ら構成されるものであり、複合機１００の諸設定やコピーやスキャン等の動作の開始、省
電力モードからの復帰指示等を行うユーザの操作を受け付けるものである。
　メイン電源８は、複合機１００の主要部分の電源であり、省電力モードの場合には切断
される電源である。
　サブ電源９は、複合機１００の中で、省電力モード中も動作する部分への電力を供給す
るものであり、省電力モード中でも切断されない電源である。
【００１７】
　このように構成された複合機１００は、メイン電源８およびサブ電源９から電力が供給
されている通常モードにおいて待機状態が所定時間継続する等の所定の条件を満たすとメ
イン電源８からの電力供給を切断し、サブ電源９からの電力供給で動作する省電力モード
へ移行する。
【００１８】
　図１は第１の実施例におけるプリンタコントローラの構成を示すブロック図である。
　図１において、プリンタコントローラ１は、メインＣＰＵ１０１と、プリンタＲＯＭ制
御部１０２と、プリンタＲＯＭ１０３と、プリンタＲＡＭ制御部１０４と、プリンタＲＡ
Ｍ１０５と、スキャナ通信制御部１０６と、プリンタ制御部１０７と、サブＣＰＵ１０８
と、サブＲＯＭ１０９と、ホスト通信制御部１１０と、スキャナ状態監視部１１１と、電
源制御部１１２とにより構成され、それぞれの部位はメインＣＰＵバスおよびメインＤＭ
Ａ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）バスによって接続されている。
【００１９】
　メインＣＰＵバスは、メインＣＰＵ１０１およびサブＣＰＵ１０８からアクセス可能な
部分が接続される内部バスである。また、メインＤＭＡバスは、スキャナ通信制御部１０
６、プリンタ制御部１０７、およびホスト通信制御部１１０のようにプリンタＲＡＭ１０
５と直接データの送受信を行う部位と、プリンタＲＡＭ制御部１０４とを接続している。
【００２０】
　メインＣＰＵ１０１は、プリンタコントローラ１全体を制御する中央処理装置であり、
プリンタＲＯＭ１０３またはプリンタＲＡＭ１０５からプログラム（ソフトウェア）をフ
ェッチすることによって動作する。
　プリンタＲＯＭ制御部１０２は、メインＣＰＵ１０１からプリンタＲＯＭ１０３へのア
クセスを制御するものであり、メインＣＰＵバスのインタフェースからプリンタＲＯＭ１
０３のインタフェースへの変換を行うものである。
【００２１】
　プリンタＲＯＭ１０３は、不揮発性のメモリ（例えば、ＮＯＲ型のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ
やＮＡＮＤ型のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ等）であり、メインＣＰＵ１０１を動作させるための
プログラムが格納される。
　プリンタＲＡＭ制御部１０４は、メインＣＰＵ１０１からのメインＣＰＵバスを介した
プリンタＲＡＭ１０５へのアクセスや、スキャナ通信制御部１０６、プリンタ制御部１０
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７、およびホスト通信制御部１１０からのメインＤＭＡバスを介したアクセスを制御する
ものであり、メインＣＰＵバスおよびメインＤＭＡバスのそれぞれのバスのインタフェー
スからプリンタＲＡＭ１０５のインタフェースへの変換を行うものである。
【００２２】
　プリンタＲＡＭ１０５は、揮発性で高速アクセスが可能なメモリ（例えば、ＤＤＲ　Ｓ
ＤＲＡＭやＤＤＲ２　ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ３　ＳＤＲＡＭのような揮発性のメモリデバイ
スでセルフリフレッシュモードがあるもの）であり、メインＣＰＵ１０１が動作するめの
プログラムやスキャナコントローラ２から受信した原稿を読取った画像データやホストＰ
Ｃ３から受信した印刷データ等が格納される。なお、セルフリフレッシュとは、メモリデ
バイス単体でリフレッシュ動作を行い、メモリデバイスの外部からの制御がなくてもメモ
リ内容が保持できる機能のことである。
【００２３】
　第１の通信制御部としてのスキャナ通信制御部１０６は、スキャナコントローラ２との
通信を制御するものであり、図３に示すようにコマンド送信部１０６１と、ステータス受
信部１０６２と、通信状態監視部１０６３とにより構成される。
　図３において、コマンド送信部１０６１は、スキャナコントローラ２に対してコマンド
（指令）を送信するものであり、省電力モードへの移行指示や原稿読取り画像データの有
無やスキャナコントローラ２の状態を確認する指示を送信する。
【００２４】
　ステータス受信部１０６２は、コマンド送信部１０６１から送信したコマンドに対する
スキャナコントローラ２の応答を受信し、またスキャナコントローラ２のスキャナ５で読
取った画像データを受信するものである。
　通信状態監視部１０６３は、コマンド送信部１０６１から送信したコマンドに対するス
キャナコントローラ２からの応答の有無を監視するものである。この通信状態監視部１０
６３は、スキャナコントローラ２へ送信したコマンド（指示）に対する応答が受信できな
いとき、スキャナコントローラ２との通信が遮断されたことを検知する。
【００２５】
　ここで、スキャナ通信制御部１０６は、通信制御のマスタ（主局）であり、スキャナコ
ントローラ２（従局）との通信は、コマンド送信部１０６１によってコマンドを送信する
ことで開始され、送信したコマンドに対するステータスをステータス受信部１０６２で受
信することで完了する。
　このように構成されたスキャナ通信制御部１０６は、ＵＳＢ等の通信回線で接続された
スキャナコントローラ２との間で通信を行うとともに、その通信の状態を監視する。
【００２６】
　図１の説明に戻り、プリンタ制御部１０７は、プリンタＲＡＭ１０５に格納された読取
り画像データや印刷データの画像処理を行い、画像処理したデータをプリントエンジン４
へ送信するものである。
　サブＣＰＵ１０８は、サブＲＯＭ１０９に格納されたプログラム（ソフトウェア）をフ
ェッチして動作する中央処理装置であり、ホストＰＣ３との通信制御や複合機１００の電
源制御を行うものである。
【００２７】
　サブＲＯＭ１０９は、不揮発性のメモリ（例えば、ＮＯＲ型のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭやＮ
ＡＮＤ型のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ等）であり、サブＣＰＵ１０８を動作させるためのプログ
ラムが格納される。
　ホスト通信制御部１１０は、ホストＰＣ３との通信を制御するものであり、ホストＰＣ
３から印刷データを受信し、またホストＰＣ３へ複合機１００のステータスを送信する。
【００２８】
　スキャナ状態監視部１１１は、スキャナコントローラ２からの電源起動要求の有無を、
信号線を介して監視するものである。
　電源制御部１１２は、メイン電源８からの電力供給を制御するものであり、複合機１０
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０が通常動作モードである場合には、図３に示すスキャナ通信制御部１０６の通信状態監
視部１０６３の状況に応じてメインＣＰＵ１０１によってメイン電源８からの電力供給を
切断し、複合機１００が省電力モードである場合には、スキャナ状態監視部１１１の状況
に応じてサブＣＰＵ１０８によってメイン電源８からの電力供給を開始する。
【００２９】
　なお、図中一点鎖線９ａで囲まれた部分が、サブ電源９から電力供給される部分であり
、複合機１００が省電力モードになっても電力供給が切断されない。一方、一点鎖線９ａ
で囲まれていない部分は、複合機１００が省電力モードになった場合には電力供給が切断
される。
　また、後述するように、この電源制御部１１２によりスキャナコントローラ２への電力
供給を制御することができるようになっている。
【００３０】
　図４は第１の実施例におけるスキャナコントローラの構成を示すブロック図である。
　図４において、スキャナコントローラ２は、スキャナＣＰＵ２０１と、スキャナＲＯＭ
制御部２０２と、スキャナＲＯＭ２０３と、スキャナＲＡＭ制御部２０４と、スキャナＲ
ＡＭ２０５と、プリンタ通信制御部２０６と、スキャナ制御部２０７と、ＦＡＸ制御部２
０８と、操作制御部２０９と、復帰要因監視部２１０と、電源起動要求部２１１とにより
構成され、それぞれの部位はスキャナＣＰＵバスおよびスキャナＤＭＡバスによって接続
されている。
【００３１】
　スキャナＣＰＵバスは、スキャナＣＰＵ２０１からアクセス可能な部分が接続される内
部バスである。また、スキャナＤＭＡバスは、プリンタ通信制御部２０６およびスキャナ
制御部２０７のようにスキャナＲＡＭ２０５と直接データの送受信を行う部位と、スキャ
ナＲＡＭ制御部２０４とを接続している。
　スキャナＣＰＵ２０１は、スキャナコントローラ２全体を制御する中央処理装置であり
、スキャナＲＯＭ２０３またはスキャナＲＡＭ２０５からプログラム（ソフトウェア）を
フェッチすることによって動作する。
【００３２】
　スキャナＲＯＭ制御部２０２は、スキャナＣＰＵ２０１からスキャナＲＯＭ２０３への
アクセスを制御するものであり、スキャナＣＰＵバスのインタフェースからスキャナＲＯ
Ｍ２０３のインタフェースへの変換を行うものである。
　スキャナＲＯＭ２０３は、不揮発性のメモリ（例えば、ＮＯＲ型のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ
やＮＡＮＤ型のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ等）であり、スキャナＣＰＵ２０１を動作させるため
のプログラムが格納される。
【００３３】
　スキャナＲＡＭ制御部２０４は、スキャナＣＰＵ２０１からのスキャナＣＰＵバスを介
したスキャナＲＡＭ２０５へのアクセスや、プリンタ通信制御部２０６、およびスキャナ
制御部２０７からのスキャナＤＭＡバスを介したアクセスを制御するものであり、スキャ
ナＣＰＵバスおよびスキャナＤＭＡバスのそれぞれのバスのインタフェースからスキャナ
ＲＡＭ２０５のインタフェースへの変換を行うものである。
【００３４】
　記憶手段としてのスキャナＲＡＭ２０５は、揮発性で高速アクセスが可能なメモリ（例
えば、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭやＤＤＲ２　ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ３　ＳＤＲＡＭのような揮発
性のメモリデバイスでセルフリフレッシュモードがあるもの）であり、スキャナＣＰＵ２
０１が動作するためのプログラムやスキャナ制御部２０７で原稿を読取った画像データ、
ＦＡＸ制御部２０８で受信した画像データ等が格納される。
【００３５】
　第２の通信制御部としてのプリンタ通信制御部２０６は、プリンタコントローラ１との
通信を制御するものであり、図５に示すようにコマンド受信部２０６１と、ステータス送
信部２０６２と、通信遮断部２０６３とにより構成される。
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【００３６】
　図５において、コマンド受信部２０６１は、プリンタコントローラ１から送信されるコ
マンドを受信するためのものであり、省電力モードへの移行指示や原稿読取り画像データ
の有無やスキャナコントローラ２の状態を確認する指示を受信する。
　ステータス送信部２０６２は、コマンド受信部２０６１で受信したコマンドに対する応
答をプリンタコントローラ１へ送信するものであり、各コマンドに対する応答に加え、ス
キャナ５で読取った画像データも送信する。
【００３７】
　通信遮断部２０６３は、コマンド受信部２０６１でプリンタコントローラ１から省電力
モードへの移行コマンドを受信し、スキャナコントローラ２の省電力モードへの移行処理
が完了した後に、ステータス送信部２０６２の送信処理を停止させるものである。ステー
タス送信部２０６２の送信処理を停止させることにより、プリンタコントローラ１からの
コマンドに対して応答しないようにすることができる。
【００３８】
　ここで、プリンタ通信制御部２０６は、通信制御のスレーブ（従局）であり、プリンタ
コントローラ１（主局）との通信は、コマンド受信部２０６１によってコマンドを受信す
ることで開始され、受信したコマンドに対するステータスをステータス送信部２０６２で
送信することで完了する。
　このように構成されたプリンタ通信制御部２０６は、ＵＳＢ等の通信回線で接続された
プリンタコントローラ１の図１に示すスキャナ通信制御部１０６との間で通信を行うとと
もに、その通信を遮断することができるようになっている。
【００３９】
　図４の説明に戻り、スキャナ制御部２０７は、スキャナ５のイメージセンサ、モータ、
クラッチ等を制御し、原稿の画像データを読取るものであり、読み取った画像データをス
キャナＲＡＭ２０５へ送信する。
　ＦＡＸ制御部２０８は、ＦＡＸ６のモデムを制御し、電話回線を介して画像データ等の
データの送受信を行うものであり、電話回線を介して受信したデータはスキャナＲＡＭ２
０５へ送信し、また電話回線を介して送信するデータはスキャナＲＡＭ２０５から受信す
る。
【００４０】
　操作部制御部２０９は、操作部７の表示手段の書き換えなどの制御を行うとともに、操
作部７のスイッチや省電力解除ボタンを含む複数のボタンの押下状態を識別し、それに応
じた制御を行うものである。
　復帰要因監視部２１０は、ＦＡＸ６のモデムからの割込み信号状態や操作部７の省電力
モード解除ボタンの押下状態を、省電力モードから通常モードへの復帰要因として監視す
るものであり、監視した状態を電源起動要求部２１１へ通知する。
【００４１】
　電源起動要求部２１１は、プリンタコントローラ１への電源の起動を要求するものであ
り、複合機１００が省電力モードの場合に、復帰要因監視部２１０で省電力モードから通
常モードへの復帰要因の発生を判別したとき、プリンタコントローラ１に電源の起動を要
求する。
【００４２】
　なお、図中一点鎖線９ｂ、９ｃで囲まれた部分が、サブ電源９から電力供給される部分
であり、複合機１００が省電力モードになっても電力供給が切断されない。一方、一点鎖
線９ｂ、９ｃで囲まれていない部分は、複合機１００が省電力モードになった場合には電
力供給が切断される。
【００４３】
　上述した構成の作用について説明する。
　まず、複合機のプリンタコントローラが行う省電力モード移行処理を図６の第１の実施
例におけるプリンタコントローラの省電力モード移行処理を示すフローチャートの図中Ｓ
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で表すステップにしたがって図１および図２を参照しながら説明する。
【００４４】
　Ｓ１：プリンタコントローラ１のメインＣＰＵ１０１は、省電力モードへの移行タイミ
ングであるか否かを判別し、省電力モードへの移行タイミングであると判別すると処理を
Ｓ２へ移行し、省電力モードへの移行タイミングでないと判別した場合、省電力モードへ
の移行タイミングを待機する。
　ここで、省電力モードへの移行タイミングとは、ホストＰＣ３からのデータ受信が所定
の時間を経過しても行われない場合やスキャナ５で原稿の読取りが所定の時間を経過して
も行われなかった場合等の複合機１００の待機状態が所定の時間継続した場合である。
【００４５】
　Ｓ２：メインＣＰＵ１０１は、図３に示すコマンド送信部１０６１を介してスキャナコ
ントローラ２へ省電力モードへの移行コマンドを送信する。
　Ｓ３：スキャナコントローラ２へ省電力モードへの移行コマンドを送信したメインＣＰ
Ｕ１０１は、プリンタコントローラ１で必要な諸情報をプリンタＲＡＭ１０５に記憶させ
て保存する。
【００４６】
　ここで、プリンタコントローラ１で必要な諸情報とは、メインＣＰＵ１０１の動作に必
要な動作設定情報や印刷制御で必要になる各種パラメータ等である。
　また、メインＣＰＵ１０１は、プリンタコントローラ１で必要な諸情報をプリンタＲＡ
Ｍ１０５に保存するとともに、図示しないレジスタに省電力モードへの移行を示す情報を
記憶させて保存する。このレジスタは、サブ電源９から電源供給される部分に存在し、省
電力モードになっても記憶内容が消去されないものである。
【００４７】
　Ｓ４：諸情報が保存されたプリンタＲＡＭ１０５は、メインＣＰＵ１０１によりプリン
タＲＡＭ制御部１０４を介してセルフリフレッシュモードに設定される。
　Ｓ５：プリンタＲＡＭ１０５をセルフリフレッシュモードに設定したメインＣＰＵ１０
１は、図３に示すコマンド送信部１０６１を介してスキャナコントローラ２に、スキャナ
コントローラ２が省電力モードへ移行したことを確認するコマンドを送信する。
【００４８】
　Ｓ６：メインＣＰＵ１０１が、スキャナコントローラ２が省電力モードへ移行したこと
を確認するコマンドを送信すると、図３に示す通信状態監視部１０６３は、コマンドに対
する応答の有無を監視し、応答が有る場合、Ｓ５へ処理を移行し、再度スキャナコントロ
ーラ２が省電力モードへ移行したことを確認するコマンドを送信する。一方、コマンドに
対する応答がない場合、処理をＳ７へ移行する。
【００４９】
　Ｓ７：コマンドに対する応答がない場合、通信状態監視部１０６３は、スキャナコント
ローラ２との通信が遮断されたと判断してメインＣＰＵ１０１に通信が遮断されたことを
通知し、メインＣＰＵは電源制御部１１２を介してメイン電源８からの電力供給を切断す
る。このようにしてプリンタコントローラ１は省電力モードに移行する。
【００５０】
　次に、複合機のスキャナコントローラが行う省電力モード移行処理を図７の第１の実施
例におけるスキャナコントローラの省電力モード移行処理を示すフローチャートの図中Ｓ
で表すステップにしたがって図２および図４を参照しながら説明する。
【００５１】
　Ｓ１０：スキャナコントローラ２のスキャナＣＰＵ２０１は、プリンタ通信制御部２０
６を介してプリンタコントローラ１から省電力モードへの移行コマンドを受信したか否か
を判別し、省電力モードへの移行コマンドを受信したと判別すると処理をＳ１１へ移行し
、省電力モードへの移行コマンドを受信していないと判別した場合、省電力モードへの移
行コマンドの受信を待機する。
【００５２】
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　Ｓ１１：省電力モードへの移行コマンドを受信したと判別したスキャナＣＰＵ２０１は
、スキャナコントローラ２で必要な諸情報をスキャナＲＡＭ２０５に記憶させて保存する
。
　ここで、スキャナコントローラ２で必要な諸情報とは、スキャナＣＰＵ２０１の動作に
必要な動作設定情報や原稿の読取り制御、ＦＡＸ制御で必要になる各種パラメータ（設定
情報）等である。
【００５３】
　また、スキャナＣＰＵ２０１は、スキャナコントローラ２で必要な諸情報をプリンタＲ
ＡＭ１０５に保存するとともに、図示しないレジスタに省電力モードへの移行を示す情報
を記憶させて保存する。このレジスタは、サブ電源９から電源供給される部分に存在し、
省電力モードになっても記憶内容が消去されないもの、すなわち不揮発性の省電力移行情
報記憶手段である。
【００５４】
　Ｓ１２：諸情報が保存されたスキャナＲＡＭ２０５は、スキャナＣＰＵ２０１によりス
キャナＲＡＭ制御部２０４を介してセルフリフレッシュモードに設定（遷移）される。
　Ｓ１３：スキャナＲＡＭ２０５をセルフリフレッシュモードに設定したスキャナＣＰＵ
２０１は、図５に示す通信遮断部２０６３を介してステータス送信部２０６２の動作を停
止させ、プリンタコントローラ１へのステータスの応答を停止する。
【００５５】
　スキャナコントローラ２は、省電力モードへの移行処理の途中でも、プリンタコントロ
ーラ１からコマンドを受信した場合には、そのコマンドに応答するが、ここで、プリンタ
コントローラ１へのステータスの応答を停止することにより、プリンタコントローラ１と
の通信を遮断したことになる。
【００５６】
　Ｓ１４：プリンタコントローラ１へのステータスの応答を停止したスキャナＣＰＵ２０
１は、プリンタコントローラ１によりメイン電源８からの電力供給が切断されるのを待機
し、メイン電源８からの電力供給が切断されることでスキャナコントローラ２は省電力モ
ードに移行する。
【００５７】
　このように、プリンタコントローラ１から省電力モードへ移行する指示の通知を受けた
スキャナコントローラ２が、省電力モードへの移行処理を完了すると、プリンタコントロ
ーラ１との通信を遮断するようにしたことにより、プリンタコントローラ１とスキャナコ
ントローラ２との間に省電力モードへの移行が完了したことを示す特別な信号線を設ける
ことなく、プリンタコントローラ１はスキャナコントローラ２との間で通信が遮断された
ことを検知してスキャナコントローラ２が省電力モードへの移行処理を完了したことを判
別することができ、プリンタコントローラ１によりスキャナコントローラ２への電力供給
を切断することができる。
【００５８】
　次に、複合機のプリンタコントローラが行う省電力モードからの復帰処理を図８の第１
の実施例におけるプリンタコントローラの省電力モードからの復帰処理を示すフローチャ
ートの図中Ｓで表すステップにしたがって図１および図２を参照しながら説明する。
【００５９】
　Ｓ２０：プリンタコントローラ１のサブＣＰＵ１０８は、電源起動要求の有無を判別し
、電源起動要求があると判別すると処理をＳ２１へ移行し、電源起動要求がないと判別し
た場合、電源起動要求を待機する。
　ここで、電源起動要求とは、ホスト通信制御部１１０でホストＰＣ３からのデータを受
信することやスキャナ状態監視部１１１でスキャナコントローラ２から電源要求信号を受
信することである。
【００６０】
　Ｓ２１：電源起動要求があると判別したサブＣＰＵ１０８は、電源制御部１１２を介し
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てメイン電源８からの電力供給を開始する。
　Ｓ２２：メイン電源８からの電力供給が開始されるとメインＣＰＵ１０１は、プリンタ
ＲＯＭ１０３からプログラムをフェッチし、電力供給される前（復帰前）の状態を確認す
る。
【００６１】
　ここで、電力供給される前の状態の確認とは、メイン電源８およびサブ電源９の両方が
切断された状態、すなわち複合機１００全体の電力供給が切断された状態、もしくは省電
力モードの状態のいずれかであったことを確認することであり、図示しないレジスタに記
憶されている内容を参照することにより、いずれかの状態であったかを確認することがで
きる。このレジスタには、電力供給される前の状態が省電力モードであった場合には、省
電力モードへ移行したことを示す情報が保存されており、一方電力供給される前の状態が
複合機１００全体の電力供給が切断された状態であった場合には、情報が保存されていな
い初期状態になっている。
【００６２】
　Ｓ２３：メインＣＰＵ１０１は、電力供給される前の状態が省電力モードであったと判
定した場合、すなわち省電力モードから復帰したと判定した場合、処理をＳ２４へ移行し
、一方電力供給される前の状態が複合機１００全体の電力供給が切断された状態であった
と判定した場合、処理をＳ２６へ移行する。
【００６３】
　Ｓ２４：電力供給される前の状態が省電力モードであったと判定したメインＣＰＵ１０
１は、プリンタＲＡＭ制御部１０４を介してプリンタＲＡＭ１０５のセルフリフレッシュ
モードを解除して通常のリフレッシュモードに戻す。
【００６４】
　Ｓ２５：プリンタＲＡＭ１０５を通常のリフレッシュモードに戻したメインＣＰＵ１０
１は、省電力モードから通常モードへの復帰に必要な処理を行い、Ｓ２８へ移行する。こ
こで、省電力モードから通常モードへの復帰に必要な処理とは、省電力モードへ移行する
ときにプリンタＲＡＭ１０５に保存した情報を読み出し、この情報にしたがってメインＣ
ＰＵ１０１が省電力モードへ移行する前と同等の動作ができるようにする処理である。
【００６５】
　Ｓ２６：一方、Ｓ２３において、電力供給される前の状態が複合機１００全体の電力供
給が切断された状態であったと判定したメインＣＰＵ１０１は、プリンタＲＯＭ制御部１
０２を介してプリンタＲＯＭ１０３からプログラムをフェッチし、プリンタＲＡＭ１０５
にアクセスするために、プリンタＲＡＭ制御部１０４の諸設定を行う。
　ここで、プリンタＲＡＭ制御部１０４の諸設定とは、プリンタＲＡＭ１０５にアクセス
するためのタイミング設定やメモリのマッピング設定等である。
【００６６】
　Ｓ２７：プリンタＲＡＭ制御部１０４の諸設定を行ったメインＣＰＵ１０１は、プリン
タＲＯＭ１０３に格納されているプログラムをプリンタＲＡＭ１０５にコピー（転送）し
、以後プリンタＲＡＭ１０５からプログラムをフェッチして動作を行い、プリンタＲＡＭ
制御部１０４以外の部位の初期化処理を行う。ここで、初期化処理とは、プリンタ制御部
１０７が動作できるようにするための設定等である。
【００６７】
　Ｓ２８：Ｓ２５における通常モードへの復帰に必要な処理またはＳ２７における初期化
処理を行ったメインＣＰＵ１０１は、スキャナ通信制御部１０６を介してスキャナコント
ローラ２に状態確認コマンドを送信する。
　Ｓ２９：スキャナコントローラ２に状態確認コマンドを送信したメインＣＰＵ１０１は
、スキャナコントローラ２からの応答を確認し、応答がない場合は処理をＳ２８へ移行し
てスキャナコントローラ２からの応答を待機し、スキャナコントローラ２からの応答があ
った場合、スキャナコントローラ２との通信が可能になったと判断してプリンタコントロ
ーラ１は通常モードに移行（復帰）する。
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【００６８】
　次に、複合機のスキャナコントローラが行う省電力モードからの復帰処理を図９の第１
の実施例におけるスキャナコントローラの省電力モードからの復帰処理を示すフローチャ
ートの図中Ｓで表すステップにしたがって図２および図４を参照しながら説明する。
【００６９】
　Ｓ３０：スキャナコントローラ２の復帰要因監視部２１０は、省電力モードからの復帰
要因の有無を判別し、復帰要因があると判別すると処理をＳ３１へ移行し、復帰要因がな
いと判別した場合、復帰要因の発生を待機する。
　Ｓ３１：復帰要因があると判別した復帰要因監視部２１０は、復帰要因があることを電
源起動要求部２１１へ通知し、電源起動要求部２１１はプリンタコントローラ１に電源起
動要求を通知する。
【００７０】
　Ｓ３２：プリンタコントローラ１に電源起動要求を通知するとスキャナコントローラ２
は、プリンタコントローラ１を介してメイン電源８から電力供給が開始されるのを待つ。
　Ｓ３３：メイン電源８からの電力供給が開始されるとスキャナＣＰＵ２０１は、スキャ
ナＲＯＭ２０３からプログラムをフェッチし、電力供給される前（復帰前）の状態を確認
する。
【００７１】
　ここで、電力供給される前の状態の確認とは、メイン電源８およびサブ電源９の両方が
切断された状態、すなわち複合機１００全体の電力供給が切断された状態、もしくは省電
力モードの状態のいずれかであったことを確認することであり、図示しないレジスタに記
憶されている内容を参照することにより、いずれかの状態であったかを確認することがで
きる。このレジスタには、電力供給される前の状態が省電力モードであった場合には、省
電力モードへ移行したことを示す情報が保存されており、一方電力供給される前の状態が
複合機１００全体の電力供給が切断された状態であった場合には、情報が保存されていな
い初期状態になっている。
【００７２】
　Ｓ３４：スキャナＣＰＵ２０１は、電力供給される前の状態が省電力モードであったと
判定した場合、すなわち省電力モードから復帰したと判定した場合、処理をＳ３５へ移行
し、一方電力供給される前の状態が複合機１００全体の電力供給が切断された状態であっ
たと判定した場合、処理をＳ３７へ移行する。
　Ｓ３５：電力供給される前の状態が省電力モードであったと判定したスキャナＣＰＵ２
０１は、スキャナＲＡＭ制御部２０４を介してスキャナＲＡＭ２０５のセルフリフレッシ
ュモードを解除して通常のリフレッシュモードに戻す。
【００７３】
　Ｓ３６：スキャナＲＡＭ２０５を通常のリフレッシュモードに戻したスキャナＣＰＵ２
０１は、省電力モードから通常モードへの復帰に必要な処理を行い、Ｓ３９へ移行する。
ここで、省電力モードから通常モードへの復帰に必要な処理とは、省電力モードへ移行す
るときにスキャナＲＡＭ２０５に保存した情報を読み出し、この情報にしたがってスキャ
ナＣＰＵ２０１が省電力モードへ移行する前と同等の動作ができるようにする処理である
。
【００７４】
　Ｓ３７：一方、Ｓ３４において、電力供給される前の状態が複合機１００全体の電力供
給が切断された状態であったと判定したスキャナＣＰＵ２０１は、スキャナＲＯＭ制御部
２０２を介してスキャナＲＯＭ２０３からプログラムをフェッチし、スキャナＲＡＭ２０
５にアクセスするために、スキャナＲＡＭ制御部２０４の諸設定を行う。
　ここで、スキャナＲＡＭ制御部２０４の諸設定とは、スキャナＲＡＭ２０５にアクセス
するためのタイミング設定やメモリのマッピング設定等である。
【００７５】
　Ｓ３８：スキャナＲＡＭ制御部２０４の諸設定を行ったスキャナＣＰＵ２０１は、スキ
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ャナＲＯＭ２０３に格納されているプログラムをスキャナＲＡＭ２０５にコピー（転送）
し、以後スキャナＲＡＭ２０５からプログラムをフェッチして動作を行い、スキャナＲＡ
Ｍ制御部２０４以外の部位の初期化処理を行う。ここで、初期化処理とは、スキャナ制御
部２０７、ＦＡＸ制御部２０８、および操作部制御部２０９が動作できるようにするため
の設定等である。
【００７６】
　Ｓ３９：Ｓ３６における通常モードへの復帰に必要な処理またはＳ３８における初期化
処理を行ったスキャナＣＰＵ２０１は、プリンタ通信制御部２０６を介してプリンタコン
トローラ１に状態確認コマンドに対する応答として準備完了ステータスを送信し、通常モ
ードに移行（復帰）する。
【００７７】
　以上説明したように、第１の実施例では、プリンタコントローラから省電力モードへ移
行する指示の通知を受けたスキャナコントローラが省電力モードへの移行が完了すると、
プリンタコントローラとの通信を遮断するようにしたことにより、プリンタコントローラ
とスキャナコントローラとの間に省電力モードへの移行が完了したことを示す特別な信号
線を設けることなく、プリンタコントローラはスキャナコントローラとの間で通信が遮断
されたことを検知してスキャナコントローラが省電力モードへの移行が完了したことを判
別することができるという効果が得られる。
【００７８】
　また、プリンタコントローラは、スキャナコントローラが省電力モードへの移行が完了
したことを検知した後にスキャナコントローラの電源を切断することができるようになる
という効果が得られる。
【実施例２】
【００７９】
　第２の実施例の構成は、プリンタコントローラのスキャナ通信制御部およびスキャナコ
ントローラのプリンタ通信制御部が第１の実施例の構成と異なっている。その第２の実施
例の構成を図１０の第２の実施例におけるスキャナ通信制御部の構成を示すブロック図お
よび図１１の第２の実施例におけるプリンタ通信制御部の構成を示すブロック図に基づい
て図１および図４を参照しながら説明する。なお、上述した第１の実施例と同様の部分は
、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００８０】
　図１０において、第１の通信制御部としてのスキャナ通信制御部３０６は、コマンド送
信部１０６１と、ステータス受信部１０６２と、信号状態監視部３０６３とにより構成さ
れている。
　信号状態監視部３０６３は、スキャナコントローラ２との間を接続するＵＳＢの通信信
号の状態を監視し、通信信号が通信可能状態であるか、または遮断状態であるかを判別す
るものである。この信号状態監視部３０６３は、スキャナコントローラ２との間の通信回
線としてのＵＳＢの信号状態が遮断状態であると判別したとき、スキャナコントローラ２
との間の通信が遮断されたと判別する。
【００８１】
　図１１において、プリンタ通信制御部４０６は、コマンド受信部２０６１と、ステータ
ス送信部２０６２と、通信信号制御部４０６４とにより構成されている。
　通信信号制御部４０６４は、コマンド受信部２０６１でプリンタコントローラ１から省
電力モードへの移行コマンドを受信し、スキャナコントローラ２の省電力モードへの移行
処理が完了した後、プリンタコントローラ１との通信信号の状態を遮断状態にするもので
ある。
【００８２】
　この通信信号制御部４０６４は、通常モードのときは、ステータス送信部２０６２から
送信されるステータスを通信信号として出力するが、省電力モードへの移行処理が完了し
た後は、通信信号の状態を通信の遮断を示すレベルに固定する。
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【００８３】
　上述した構成の作用について説明する。
　まず、複合機のプリンタコントローラが行う省電力モード移行処理を図１２の第２の実
施例におけるプリンタコントローラの省電力モード移行処理を示すフローチャートの図中
Ｓで表すステップにしたがって図１、図２および図１０を参照しながら説明する。
　Ｓ１０１～Ｓ１０４：図６におけるＳ１～Ｓ４と同様の処理なのでその説明を省略する
。
【００８４】
　Ｓ１０５：プリンタＲＡＭ１０５をセルフリフレッシュモードに設定したメインＣＰＵ
１０１は、図１０に示す信号状態監視部３０６３は、通信信号が遮断状態であるか否かを
判別する。
　ここで、通信信号が遮断状態であるとは、通常モードの通信状態では発生しないレベル
の信号状態であることである。例えば、スキャナコントローラ２との通信がＵＳＢを使用
する場合、通信が遮断された状態（省電力モード）では、通信信号であるＤ＋およびＤ－
がともにＬＯＷレベルであることとする。これは、通常モードの通信状態では、通信信号
であるＤ＋およびＤ－はともにＬＯＷレベルになることはないので、信号状態監視部３０
６３は、通信信号であるＤ＋およびＤ－がともにＬＯＷレベルであることを検知して通信
信号が遮断状態であると判別することができる。
【００８５】
　信号状態監視部３０６３は、通信信号が遮断状態でないと判別すると通信信号が遮断状
態になるまで待機し、一方通信信号が遮断状態であると判別するとスキャナコントローラ
２との通信が遮断されたことをメインＣＰＵ１０１へ通知して処理をＳ１０６へ移行する
。
【００８６】
　Ｓ１０６：スキャナコントローラ２との通信が遮断されたことの通知を受けたメインＣ
ＰＵは、電源制御部１１２を介してメイン電源８からの電力供給を切断する。このように
してプリンタコントローラ１は省電力モードに移行する。
【００８７】
　次に、複合機のスキャナコントローラが行う省電力モード移行処理を図１３の第２の実
施例におけるスキャナコントローラの省電力モード移行処理を示すフローチャートの図中
Ｓで表すステップにしたがって図２、図４および図１１を参照しながら説明する。
　Ｓ１１０～Ｓ１１２：図７におけるＳ１０～Ｓ１２と同様の処理なのでその説明を省略
する。
【００８８】
　Ｓ１１３：スキャナＲＡＭ２０５をセルフリフレッシュモードに設定したスキャナＣＰ
Ｕ２０１は、図１１に示す通信信号制御部４０６４を介して通信信号を遮断状態にする。
　ここで、通信信号を遮断状態にするとは、通信信号を通常モードの通信状態では発生し
ないレベルの信号状態にすることである。例えば、スキャナコントローラ２との通信がＵ
ＳＢを使用する場合、通信が遮断された状態（省電力モード）では、通信信号であるＤ＋
およびＤ－をともにＬＯＷレベルにする。これは、通常モードの通信状態では、通信信号
であるＤ＋およびＤ－はともにＬＯＷレベルになることはないので、通信信号制御部４０
６４は、通信信号であるＤ＋およびＤ－をともにＬＯＷレベルにすることにより、通信信
号が遮断状態であることを表すことができる。
【００８９】
　Ｓ１１４：プリンタコントローラ１への通信を遮断したスキャナＣＰＵ２０１は、プリ
ンタコントローラ１によりメイン電源８からの電力供給が切断されるのを待機し、メイン
電源８からの電力供給が切断されることでスキャナコントローラ２は省電力モードに移行
する。
【００９０】
　このように、プリンタコントローラ１が、スキャナコントローラ２との間の通信信号の



(15) JP 2012-244606 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

状態により、スキャナコントローラ２との間の通信が遮断されたことを判別するようにし
たことにより、スキャナコントローラ２は、プリンタコントローラ１からのコマンドに対
するステータスを出力することなく、省電力モードへの移行が完了したことをプリンタコ
ントローラ１に知らせることができる。
【００９１】
　次に、複合機のプリンタコントローラが行う省電力モードからの復帰処理を図１４の第
２の実施例におけるプリンタコントローラの省電力モードからの復帰処理を示すフローチ
ャートの図中Ｓで表すステップにしたがって図１、図２および図１０を参照しながら説明
する。
　Ｓ１２０～Ｓ１２７：図８におけるＳ２０～Ｓ２７と同様の処理なのでその説明を省略
する。
【００９２】
　Ｓ１２８：Ｓ１２５における通常モードへの復帰に必要な処理またはＳ１２７における
初期化処理を行ったメインＣＰＵ１０１は、スキャナ通信制御部１０６の信号状態監視部
３０６３を介して通信信号の状態が通信可能状態か遮断状態かを判別し、通信信号の状態
が遮断状態である場合、通信信号の状態が通信可能状態になるまで待機し、通信信号の状
態が通信可能状態である場合、スキャナコントローラ２との通信が可能になったと判断し
てプリンタコントローラ１は通常モードに移行（復帰）する。
【００９３】
　次に、複合機のスキャナコントローラが行う省電力モードからの復帰処理を図１５の第
２の実施例におけるスキャナコントローラの省電力モードからの復帰処理を示すフローチ
ャートの図中Ｓで表すステップにしたがって図２、図４および図１１を参照しながら説明
する。
　Ｓ１３０～Ｓ１３８：図９におけるＳ３０～Ｓ３８と同様の処理なのでその説明を省略
する。
【００９４】
　Ｓ１３９：Ｓ１３６における通常モードへの復帰に必要な処理またはＳ１３８における
初期化処理を行ったスキャナＣＰＵ２０１は、プリンタ通信制御部２０６の通信信号制御
部４０６４を介して通信信号の状態を通信可能状態にし、通常モードに移行（復帰）する
。
【００９５】
　以上説明したように、第２の実施例では、第１の実施例の効果に加え、プリンタコント
ローラがスキャナコントローラとの間の通信信号の状態により、スキャナコントローラと
の間の通信が遮断されたことを判別するようにしたことにより、スキャナコントローラは
、プリンタコントローラからのコマンドに対するステータスを出力することなく、省電力
モードへの移行が完了したことをプリンタコントローラに知らせることができるという効
果が得られる。
【００９６】
　なお、第１の実施例および第２の実施例では、画像形成装置を複合機として説明したが
、それに限られることなく、画像形成装置を複写機やファクシミリ装置等としても良い。
　また、第１の実施例および第２の実施例では、プリンタコントローラおよびスキャナコ
ントローラを複合機に実装した形態で説明したが、プリンタコントローラをプリンタに実
装し、スキャナコントローラはスキャナに実装するようにしてプリンタとスキャナとは別
々の装置とした形態であっても良い。
【符号の説明】
【００９７】
　１　　プリンタコントローラ
　２　　スキャナコントローラ
　３　　ホストＰＣ
　４　　プリントエンジン
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　５　　スキャナ
　６　　ＦＡＸ
　７　　操作部
　８　　メイン電源
　９　　サブ電源
　１００　複合機
　１０１　メインＣＰＵ
　１０２　プリンタＲＯＭ制御部
　１０３　プリンタＲＯＭ
　１０４　プリンタＲＡＭ制御部
　１０５　プリンタＲＡＭ
　１０６、３０６　スキャナ通信制御部
　１０７　プリンタ制御部
　１０８　サブＣＰＵ
　１０９　サブＲＯＭ
　１１０　ホスト通信制御部
　１１１　スキャナ状態監視部
　１１２　電源制御部
　２０１　スキャナＣＰＵ
　２０２　スキャナＲＯＭ制御部
　２０３　スキャナＲＯＭ
　２０４　スキャナＲＡＭ制御部
　２０５　スキャナＲＡＭ
　２０６、４０６　プリンタ通信制御部
　２０７　スキャナ制御部
　２０８　ＦＡＸ制御部
　２０９　操作制御部
　２１０　復帰要因監視部
　２１１　電源起動要求部
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